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第１章 計画改定の基本的な考え方 

 

 １ 計画の目的 

   この計画は、小川町人権施策基本方針（第２次）（以下、「基本方針」という。）

に位置付けられた基本理念である「すべての町民がお互いの人権を尊重しながら

共に生きる社会」の実現を図るための施策を体系的に整理し、女性、子ども、高

齢者、障害のある人、同和問題、外国人等の人権問題の解決に向けて、総合的か

つ効果的に事業を実施することを目的としています。 

 

 ２ 計画の性格 

この計画は、基本方針（計画期間：令和５年度～令和１４年度）の前期に当た

る５か年に実施する具体的な事業を明らかにするとともに、第５次小川町総合振

興計画、（改定）埼玉県人権施策推進指針、町の分野別計画等との整合を図りなが

ら、施策を推進するものです。 

 

 ３ 計画の内容 

 （１） 計画の構成 

     この計画は、第１章及び第２章で構成します。 

     第１章は、計画策定の基本的な考え方を示すものです。 

     第２章は、基本方針における施策体系に基づき、各事業の名称、内容等を

明らかにするものです。 

なお、第２章における事業名欄の「※再掲」については、他の施策の取り

組みと重複する事業です。 

 

（２） 計画の期間 

     この計画の期間は、令和５年度～令和９年度までの５か年とします。 

なお、進捗状況について、毎年度検証を行い、その結果を踏まえた施策の

推進に努めます。 
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第２章 実施計画事業 

 

Ⅰ あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

 

１ 人権教育 

（１）学校等における人権教育 

① 発達段階に応じた人権教育の推進 

事業名 事業内容 主管課 

発達段階に応じた

人権教育の推進 

人権教育の視点に立ち、各教科、道徳、特別活動、

総合的な学習の時間などで、人権に関する知的理

解に加え、人権に対する感性や人権感覚を育て

る。 

学校教育課 

 

② 人権教育の研究推進 

事業名 事業内容 主管課 

人権教育授業研究

会の開催 

授業研究を通じて、人権教育の指導方法等の工夫

と改善を図る。 

学校教育課 

 

③ 教育相談体制の充実 

事業名 事業内容 主管課 

さわやか相談室・

教育相談室におけ

る相談の実施 

 

いじめや不登校等の学校生活に関わる問題に対

し適切な支援が行えるよう、各中学校のさわやか

相談室に配置されている相談員及びスクールカ

ウンセラーとの連携を図るとともに、教育相談室

にスクールソーシャルワーカーを配置し、きめ細

かな教育相談を実施する。 

学校教育課 

教育相談の実施 

 

いじめや不登校等の学校生活に関わる問題に迅

速かつ適切に対応するため、電話や面接、家庭訪

問などによる相談を実施する。 

学校教育課 

適応指導教室の 

充実 

不登校の児童生徒に対し、自立と学校生活への適

応に係わる指導等を行うとともに、学校への復帰

に資することを目的に、学校、関係機関との連携

を図る。 

学校教育課 
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④ 教職員に対する研修会等の充実 

事業名 事業内容 主管課 

管理職人権教育研

修会の開催 

 

学校における人権教育の推進・充実を期するため

の研修会を開催し、管理職としての役割について

理解を深めるとともに、資質の向上を図る。 

学校教育課 

教職員等人権教育

研修会の開催 

学校における人権教育の推進・充実を期するため

の研修会を開催し、人権教育の推進者としての意

識を高めるとともに、資質の向上を図る。 

学校教育課 

 

人権教育研究集会

の開催  

 

比企郡市内の小・中学校における人権教育の推

進・充実を期するための研究集会を開催し、教職

員等の資質の向上を図る。 

学校教育課 

生涯学習課 

総務課 

人権保育の推進 

 

保育士や担当職員を対象とした研修会への参加

を推進し、人権意識の高揚に努める。 

子育て支援課 

 

（２）家庭、地域社会における人権教育 

 ① 家庭教育における人権感覚の定着と支援体制の充実 

事業名 事業内容 主管課 

家庭教育に対する

支援 

家庭教育に対する学習の機会、情報の提供をし、

家庭の中に人権尊重の精神を醸成する。 

学校教育課 

生涯学習課 

 

 ② 地域社会における人権教育の推進 

事業名 事業内容 主管課 

人権教育研修会の

開催 

 

地域住民の人権意識を高める学習の機会、情報の

提供をし、人権問題に対する認識を深め、人権意

識の高揚を図る。 

生涯学習課 

 

 ③ 人権教育の指導内容、指導方法の工夫・改善 

事業名 事業内容 主管課 

人権教育の工夫と

改善 

様々な人権問題の理解を深める学習が単に知識

の習得にとどまらず、社会の構成員としての責任

を自覚し、実践活動に結び付くよう内容等の工夫

と改善を図る。 

生涯学習課 
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 ④ 人権教育指導者の養成と研修の充実 

事業名 事業内容 主管課 

人権教育指導研修

事業の実施 

指導研修事業を通じ、同和問題をはじめ、様々な

人権問題に対する正しい理解と認識を深めると

ともに、人権教育推進のための資質や能力を育成

し、人権教育指導者の養成を図る。 

生涯学習課 

学校教育課 

 

２ 人権啓発 

（１）町民全般に対する人権啓発 

① 町民への啓発 

事業名 事業内容 主管課 

人権に関する啓発

物等の作成・配布 

町民の人権問題に対する正しい理解と認識を深

めるため、様々な人権問題に関する啓発物等を作

成し、あらゆる機会において配布する。 

総務課 

生涯学習課 

広報紙、ホームペ

ージ等による情報

提供 

町民の人権問題に対する正しい理解と認識を深

めるため、人権に関する情報を広報紙やホームペ

ージなどを通じて提供する。 

総務課 

生涯学習課 

懸垂幕の掲示 町民の人権意識の高揚、人権尊重思想の普及を図

るため、庁舎に懸垂幕を掲示する。 

総務課 

啓発資料の整備・

活用 

町民の人権問題に対する正しい理解と認識を深

めるため、啓発用ＤＶＤ、啓発冊子等を整備し、

各種研修会等において活用する。 

総務課 

生涯学習課 

比企郡市人権フェ

スティバルの開催 

 

広く人権尊重の普及・高揚を図り、さまざまな人

権問題への理解・関心を深めるため、比企郡市人

権フェスティバルを開催する。 

総務課 

生涯学習課 

学校教育課 

人権問題研修会の

開催 

 

人権問題に対する正しい理解と認識を深めると

ともに、人々の観念や意識に潜在する心理的差別

の解消と人権意識の高揚を図るため、人権作文の

発表や講演などを内容とした研修会を実施する。 

総務課 

生涯学習課 

学校教育課 

男女共同参画講演

会・パネル展の 

開催 

小川町男女共同参画推進協議会と連携し、町民の

人権意識の高揚を図り、男女共同参画社会実現に

向け、講演会及びパネル展を開催する。 

総務課 

 

人権擁護委員啓発

活動 

町民の人権意識の高揚を図るため、商工祭等にお

いて、人権啓発活動を実施する。 

総務課 
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② 企業等への啓発 

事業名 事業内容 主管課 

人権問題研修会の

開催  

※再掲（町民への啓発） 

人権問題に対する正しい理解と認識を深めると

ともに、人々の観念や意識に潜在する心理的差別

の解消と人権意識の高揚を図るため、人権作文の

発表や講演などを内容とした研修会を実施する。 

総務課 

生涯学習課 

学校教育課 

公正採用選考の 

推進 

個人の適正と能力に基づく公正な採用選考が行

われるように、公共職業安定所（ハローワーク）

等と連携し、啓発活動を推進する。 

総務課 

にぎわい創出課 

 

③ 人権に関わりの深い職業に従事する者への啓発 

事業名 事業内容 主管課 

福祉関係者に対す

る研修会の開催 

保健師、保育士、社会福祉士など社会福祉施設職

員の人権意識及び人権尊重の精神の高揚を図る。 

長生き支援課 

子育て支援課 

健康福祉課 

医療関係者に対す

る研修会の開催 

医療関係者の人権意識及び人権尊重の精神の高

揚を図る。 

健康福祉課 

総務課 

民生委員・児童委

員に対する研修会

の開催 

 

町民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行

う民生委員・児童委員が、その職務に必要な知識

と技術を習得し適切な対応がとれるよう、人権問

題に対する正しい理解と認識を深めるための研

修会を開催する。 

健康福祉課 

 

（２）職員に対する人権啓発 

事業名 事業内容 主管課 

町職員人権問題研

修会の開催 

人権尊重の視点に立ち、適切に業務を遂行するた

め、様々な人権問題に関する研修会を実施する。 

総務課 

生涯学習課 

新規採用職員研修

会の開催 

様々な人権問題に対して正しい理解と認識を深

めるため、新規採用職員の研修会を開催する。 

総務課 
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Ⅱ 相談・支援の推進 

① 連携・協力体制の強化 

事業名 事業内容 主管課 

人権相談に関する

人権擁護委員との

連携 

人権侵犯事件に対する適切な解決に向け、人権擁

護委員協議会に所属する人権擁護委員との連携

の強化を図る。 

総務課 

民生委員・児童委

員との連携 

町民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行

う民生委員・児童委員との連携の強化を図る。 

健康福祉課 

長生き支援課 

 

② 相談部署の充実 

事業名 事業内容 主管課 

人権相談の実施 町民が抱える人権に関する悩みや心配ごとを解

決するため、人権相談を実施し、町民の基本的人

権の擁護を図る。 

総務課 

人権に関する相談

窓口の周知 

広報紙やホームページ、リーフレットの配布など

を通じて、町民に人権に関する相談窓口の周知を

図る。 

総務課 

関係職員や相談員

の資質向上 

人権に関する相談に対して、適切な対応がとれる

よう、研修会等を通じて、関係職員や相談員の資

質の向上を図る。 

総務課 

関係各課 

各種相談事業の 

実施 

町民が人権に関する様々な問題について、気軽に

利用できるよう、行政相談、法律相談、消費生活

相談等を実施する。 

防災地域支援課 

関係各課 

ＤＶに対する相談

体制の充実 

配偶者からの暴力防止及び被害者の自立支援や

保護のため、関係各課、関係機関等との連携強化

を図る。 

防災地域支援課 

関係各課 

虐待に対する相談

体制の充実 

 

虐待の早期発見と早期対応に努め、事例を発見し

た場合は、速やかに関係機関と連携し、問題の解

決を図る。 

学校 

関係各課 

子育て相談事業の

実施 

専任の相談員や保健師が、電話や面談により、子

育ての悩みや不安などの相談を受け、育児支援を

行う。 

子育て支援課 

 

 

 

 



7 

 

 

さわやか相談室・

教育相談室におけ

る相談の実施   

※再掲（教育相談体制の

充実） 

いじめや不登校等の学校生活に関わる問題に対

し適切な支援が行えるよう、各中学校のさわやか

相談室に相談員及びスクールカウンセラーを配

置するとともに、教育相談室にスクールソーシャ

ルワーカーを配置し、きめ細かな教育相談を実施

する。 

学校教育課 

教育相談の実施 

※再掲（教育相談体制の

充実） 

いじめや不登校等の学校生活に関わる問題に迅

速かつ適切に対応するため、電話や面接、家庭訪

問による相談を実施する。 

学校教育課 

適応指導教室の 

充実 

※再掲（教育相談体制の

充実） 

不登校の児童生徒に対し、自立と学校生活への適

応に係わる指導等を行うとともに、学校への復帰

に資することを目的に、学校、関係機関との連携

を図る。 

学校教育課 

包括的支援事業の

実施 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができ

るよう、必要な制度の利用につなげる総合相談

や、成年後見制度の活用促進、虐待への対応など

高齢者の権利擁護の観点からの必要な支援を行

う。 

長生き支援課 

障害者相談・支援

事業の実施 

 

障害のある人やその家族、介護者などからの相談

に応じ、専門的な知識を有する相談員を確保し障

害福祉サービスなどの必要な情報提供と利用に

関する支援を行う。 

健康福祉課 

障害のある人の差

別解消への相談の

実施 

障害のある人の差別解消へ向け、相談窓口の設置

のほか、障害者差別解消法支援地域協議会で情報

の共有や紛争解決の後押しを行う。 

健康福祉課 

外国人に対する相

談体制の連携強化 

外国人の方のあらゆる相談に対応するため、県民

相談総合センター、関係各課及び関係機関等との

連携強化を図る。 

総務課 

インターネット上

の人権侵害に対す

る相談体制の充実 

インターネット上の人権侵害に関する相談に対

応するため、さいたま地方法務局など関係機関と

の連携強化を図る。 

総務課 

性的指向・性自認

に関する相談体制

の充実 

性的指向・性自認に関する相談に対応するため、

職員を研修等へ派遣し、その能力向上を図る。 

総務課 
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犯罪被害者等に関

する相談体制の 

充実 

犯罪被害者等に関する相談に対応するため、関係

機関と連携強化を図る。 

防災地域支援課 

 

③ 支援の充実 

事業名 事業内容 主管課 

支援体制の充実 様々な人権侵害を早期に解決するため、法務局や

県等と連携し支援体制の充実を図る。 

総務課 

関係各課 

成年後見制度の 

実施 

 

判断能力の低下した高齢者や障害のある人の権

利と財産を守る成年後見制度が身近なものとし

て活用されるよう、制度の普及・啓発、利用に関

する相談、手続支援等を行い、権利の擁護及び福

祉の増進を図る。 

長生き支援課 

健康福祉課 

防災地域支援課 

犯罪被害者等への

支援の充実 

犯罪被害者等に関する相談に対応するため、犯罪

被害者等が置かれている状況への理解や、被害連

携機関等との連携を図り、必要としている支援を

円滑に受けることができるよう支援体制の充実

に努める。 

防災地域支援課 
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Ⅲ 町民等と協働した地域づくり 

  ① 町民等の地域社会をあげての人権を尊重する取組 

事業名 事業内容 主管課 

人権教育研修会の

開催 

※再掲（地域社会におけ

る人権教育の推進） 

地域住民の人権意識を高める学習の機会、情報の

提供をし、人権問題に対する認識を深め、人権意

識の高揚を図る。 

生涯学習課 

 

  ② 住民参加による地域社会づくりの促進 

事業名 事業内容 主管課 

町民の福祉活動へ

の参加 

様々なボランティア講座を開設し、活動のための

資料提供・サークルの育成等を行い、交流研修会

等を開設する。 

健康福祉課 

(社会福祉協議会) 

 

要援護者等支援ネ

ットワーク会議の

充実 

高齢者及び障害のある人等が安心して自立した

生活を継続できるように、関係団体が連携し、要

援護者等への支援の方策について情報を共有し

検討するとともに、要援護者等の発見や、援護と

支援について協議する。 

長生き支援課 

健康福祉課 

 

  ③ 福祉のまちづくりの推進 

事業名 事業内容 主管課 

高齢者にやさしい

まちづくり 

高齢者が自らの意思で移動し、社会参加すること

ができるように、建物、道路、交通機関等のバリ

アフリー化を図るとともに、ユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づき、誰もが住みよい福祉のまち

づくりを推進する。 

長生き支援課 

建設課 

都市政策課 

関係各課 

障害のある人にや

さしいまちづくり 

障害のある人が自らの意思で自由に移動し、社会

参加することができるように、建物、道路、交通

機関等のバリアフリー化を図るとともに、ユニバ

ーサルデザインの考え方に基づき、誰もが住みよ

い福祉のまちづくりを推進する。 

健康福祉課 

建設課 

都市政策課 

関係各課 
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Ⅳ 分野別施策の推進 

 １ 女性 

  ① 教育・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

情報紙及び啓発冊

子の作成 

一人一人が男女共同参画についての理解を深め、

性別による固定的な役割分担意識を見直すため、

情報紙や啓発冊子等を作成し、男女共同参画意識

の普及啓発を図る。 

総務課 

男女共同参画講演

会・パネル展の 

開催 

※再掲（町民への啓発） 

小川町男女共同参画推進協議会と連携し、町民の

人権意識の高揚を図り、男女共同参画社会実現に

向け、講演会及びパネル展を開催する。 

総務課 

広報紙、ホームペ

ージ等による啓発

活動の実施 

町民の男女共同参画に対する正しい理解と認識

を深めるため、広報紙やホームページなどを通じ

て啓発活動を推進する。 

総務課 

職員研修の充実 一人一人が男女共同参画についての理解を深め、

性別による固定的な役割分担意識を見直すため、

研修会を開催し、男女共同参画意識の普及啓発を

図る。 

総務課 

 

 

② 男女がともに参画できる社会づくり 

事業名 事業内容 主管課 

審議会等への女性

の登用推進・促進 

町民の多様な視点を政策・方針決定過程に反映さ

せるため、審議会、協議会等における女性委員の

登用を推進及び促進する。 

総務課 

関係各課 

地域づくり団体へ

の活動支援 

地域の様々な活動に男女が積極的に参画し、共に

担っていくことができるよう、地域づくりへの多

様な活動を支援する。 

防災地域支援課 

 

  ③ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

事業名 事業内容 主管課 

ＤＶ、セクハラ等

の防止への理解 

促進 

ＤＶ、セクハラ等の理解を促し、暴力は最大の人

権侵害であるという意識の徹底に努める。 

防災地域支援課 

関係各課 
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相談事業の実施 ＤＶ、セクハラ等についての相談を受けるととも

に、関係課相互の情報の共有化を図る。 

防災地域支援課 

関係各課 

関係機関との連携

強化 

ＤＶ、セクハラ等の被害者を支援するため、警察

をはじめ、関係機関との連携強化を図る。 

防災地域支援課 

関係各課 

  

  ④ 多様な生き方を選択できる条件整備 

事業名 事業内容 主管課 

ワーク・ライフ・

バランスの普及・

啓発 

男女が共に仕事、家庭及び地域のバランスのとれ

た生活を実現するため、ワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）の推進に努める。 

総務課 

子育て支援課 

にぎわい創出課 

女性に関する法制

度等の普及・啓発 

男女が共に幅広い職種や業務で能力を発揮する

ことができるよう、男女雇用機会均等法、育児介

護休業法、女性活躍推進法等の普及や育児・介護

休業制度の利用促進に努める。 

総務課 

子育て支援課 

にぎわい創出課 

女性の創業支援 商工会等と連携して、創業希望者や起業して間も

ない人に対して、情報提供や相談機能の充実を図

る。また、女性の創業を支援するセミナーを開催

する。 

にぎわい創出課 

再就職の支援 女性の再就職支援のため、就職支援セミナー等を

実施するとともに、再就職機会を増やすため、商

工会等と連携し、町内企業とのマッチング等の機

会創出を行います。 

にぎわい創出課 

 

 ２ 子ども 

  ① 教育・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

子どもの人権啓発

の促進 

子どもは、すべて子どもとしての人権を持ち、一

人の個人として権利を行使する主体であること

を様々な機会を捉え、啓発を行う。 

子育て支援課 

家庭教育に対する

支援 

※再掲（家庭教育におけ

る人権感覚の定着と支

援体制の充実） 

 

家庭教育に対する学習の機会、情報の提供をし、

家庭の中に人権尊重の精神を醸成する。 

学校教育課 

生涯学習課 
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人権の花運動の 

実施 

法務局と連携し、配布された花の種子や球根など

を児童が協力しながら育成することを通じて、協

力や感謝することの大切さを学ぶとともに、情操

を豊かにし、やさしい思いやりの心を体得させ、

人権思想を育む。 

総務課 

全国中学生人権作

文コンテストの 

実施 

中学生が作文を書くことを通じて、人権尊重の重

要性、必要性について理解を深めるとともに、豊

かな人権感覚を身に付けることを目的として、人

権作文コンテストを実施する。 

総務課 

学校教育課 

人権作文の募集 児童生徒の人権意識の高揚を図るため、人権作文

の募集を行う。 

学校教育課 

生涯学習課 

人権保育の推進 

※再掲（教職員に対する

研修会等の充実） 

保育士や担当職員を対象とした研修会への職員

の参加を推進し、人権意識の高揚に努める。 

子育て支援課 

 

  ② 児童虐待防止といじめ問題への取組の推進 

事業名 事業内容 主管課 

さわやか相談室・

教育相談室におけ

る相談の実施   

※再掲（教育相談体制の

充実、相談部署の充実） 

いじめや不登校等の学校生活に関わる問題に対

し適切な支援が行えるよう、各中学校のさわやか

相談室に配置されている相談員及びスクールカ

ウンセラーとの連携を図るとともに、教育相談室

にスクールソーシャルワーカーを配置し、きめ細

かな教育相談を実施する。 

学校教育課 

教育相談の実施 

※再掲（教育相談体制の

充実、相談部署の充実） 

いじめや不登校等の学校生活に関わる問題に迅

速かつ適切に対応するため、電話や面接、家庭訪

問による相談を実施する。 

学校教育課 

適応指導教室の 

充実 

※再掲（教育相談体制の

充実、相談部署の充実） 

不登校の児童生徒に対し、自立と学校生活への適

応に係わる指導等を行うとともに、学校への復帰

に資することを目的に、学校、関係機関との連携

を図る。 

学校教育課 

いじめ問題対策連

絡協議会の充実 

いじめ問題対策連絡協議会を活用し、いじめ問題

に関する施策の推進及び調整を図る。 

学校教育課 

要保護児童対策地

域協議会の充実 

児童虐待の早期発見や適切な保護を図るため、要

保護児童対策地域協議会を活用し、関係機関との

連携を図る。 

子育て支援課 
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  ③ 子育て支援の充実 

事業名 事業内容 主管課 

子育て相談事業の

実施 

※再掲（相談部署の 

充実） 

専任の相談員や保健師が、電話や面談により、子

育ての悩みや不安などの相談を受け、育児支援を

行う。 

子育て支援課 

 

母子訪問・相談活

動の実施 

子どもの発育・発達に関する保護者の不安を軽減

するため、状況に応じた個別の訪問・相談を実施

する。 

子育て支援課 

子育て総合センタ

ー・児童館の運営 

子育て中の親子同士の交流、相談、情報提供、助

言等を行い、育児不安、孤立感、負担感等を緩和

し、子育ての喜びを実感できる環境づくりを進め

る。 

子育て支援課 

ファミリー・サポ

ート・センター事

業の充実 

子どもを預けたい者と預かる者が会員になり、保

育所への送迎や一時預かりなどの援助活動を行

う。 

子育て支援課 

児童委員等の活動

の推進 

児童委員等による子どもや子育て家庭に対する

相談や援助活動等を推進する。 

健康福祉課 

 

地域連携の推進 行政、関係機関、子育て NPO、地域活動団体等

が連携し、地域の住民が子育てへの関心を高め、

地域全体で子育て家庭を支えることができる仕

組みづくりのため、子ども食堂やプチフードパン

トリーを開催する。 

子育て支援課 

 

 

 ３ 高齢者 

  ① 教育・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

高齢者の人権に関

する啓発活動 

高齢者の人権問題に対する正しい理解と認識を

深めるため、人権に関する情報を広報紙、パンフ

レット、各種講演会等において、広報・啓発を進

める。 

長生き支援課 

 

世代間交流の推進 高齢者に対して思いやりのある心を育てるため、

高齢者と様々な世代とが交流できるよう、身近な

地域において交流事業を進める。 

長生き支援課 

子育て支援課 

生涯学習課 
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  ② 生きがいづくりと自立への支援 

事業名 事業内容 主管課 

高齢者の自立支援 高齢者の社会参加の促進と人的資源の活用を図

るため、小川町シルバー人材センターの運営を促

進するとともに、高齢者の就労対策を推進する。 

長生き支援課 

 

高齢者の社会参加

の促進 

高齢者が健康で生き生きとした生活を送ること

ができるよう、老人クラブを中心としてコミュニ

ティ活動やボランティア活動等への参加を促進

し、社会参加の機会づくりを進める。 

 

長生き支援課 

 

在宅福祉事業の実

施 

高齢者が住み慣れた地域で自立し、安心して日常

生活や社会生活が送れるよう、多様な在宅福祉事

業の展開を図る。 

長生き支援課 

 

  

 ③ 高齢者虐待防止と権利擁護の推進 

事業名 事業内容 主管課 

成年後見制度の実

施 

※再掲（支援の充実） 

判断能力の低下した高齢者や障害のある人の権

利と財産を守る成年後見制度が身近なものとし

て活用されるよう、制度の普及・啓発、利用に関

する相談、手続支援等を行い、権利の擁護及び福

祉の増進を図る。 

長生き支援課 

健康福祉課 

防災地域支援課 

高齢者の虐待防止 

※再掲（相談部署の 

充実） 

虐待の早期発見と早期対応に努め、事例を発見し

た場合は、速やかに関係機関と連携し、問題の解

決を図る。 

長生き支援課 

健康福祉課 

包括的支援事業の

実施 

※再掲（相談部署の 

充実） 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができ

るよう、必要な制度の利用につなげる総合相談

や、成年後見制度の活用促進、虐待への対応など

高齢者の権利擁護の観点からの必要な支援を行

う。 

長生き支援課 
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  ④ 福祉のまちづくりの推進 

事業名 事業内容 主管課 

高齢者にやさしい

まちづくり 

※再掲（町民等と協働し

た地域づくり：福祉のま

ちづくりの推進） 

高齢者が自らの意思で移動し、社会参加すること

ができるように、建物、道路、交通機関等のバリ

アフリー化を図るとともに、ユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づき、誰もが住みよい福祉のまち

づくりを推進する。 

健康福祉課 

長生き支援課 

建設課 

都市政策課 

関係各課 

 

 ４ 障害のある人 

  ① 教育・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

障害に対する理解

の促進 

障害及び障害のある人に対する正しい理解と認

識を深め、共に生きる豊かな心を育むため、町民

に対してあらゆる機会を通じて啓発活動を行う。 

 

健康福祉課 

学校教育課 

生涯学習課 

ノーマライゼーシ

ョンの理念の普及

啓発 

学校教育における特別支援学校や特別支援学級

の児童生徒と通常の学級に通う児童の交流及び

共同学習や福祉教育を推進し、ノーマライゼーシ

ョンの理念の普及啓発に努める。 

学校教育課 

   

② 地域での生活支援の充実と社会参加の促進 

事業名 事業内容 主管課 

相談支援事業の実

施 

※再掲（相談部署の充

実） 

障害のある人やその家族、介護者などからの相談

に応じ、専門的な知識を有する相談員を確保し障

害福祉サービスなどの必要な情報提供と利用に

関する支援を行う。 

健康福祉課 

 

地域生活支援事業

の実施 

障害のある人が自立した日常生活や社会生活を

営むことができるよう、地域の特性や利用者の状

況に応じ、コミュニケーション支援事業、日常生

活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援セ

ンター事業等を実施する。 

健康福祉課 
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就労支援の充実 公共職業安定所（ハローワーク）、障害者就業・

生活支援センター等関係機関と連携協力し、事業

所へ障害者雇用を働きかけるとともに、職業訓

練、就職や就労に関する相談、支援体制の整備、

充実に努める。 

健康福祉課  

にぎわい創出課 

 

  ③ 障害者虐待防止と権利擁護の推進 

事業名 事業内容 主管課 

障害のある人の差

別解消への相談の

実施 

※再掲（相談部署の充

実） 

障害のある人の差別解消へ向け、相談窓口の設置

のほか、障害者差別解消法支援地域協議会で情報

の共有や紛争解決の後押しを行う。 

健康福祉課 

障害者の虐待防止

※再掲（相談部署の充

実） 

虐待の早期発見と早期対応に努め、事例を発見し

た場合は、速やかに関係機関と連携し、問題の解

決を図る。 

健康福祉課 

 

成年後見制度の実

施 

※再掲（支援の充実、高

齢者虐待防止と権利擁

護の推進） 

判断能力の低下した高齢者や障害のある人の権

利と財産を守る成年後見制度が身近なものとし

て活用されるよう、制度の普及・啓発、利用に関

する相談、手続支援等を行い、権利の擁護及び福

祉の増進を図る。 

健康福祉課 

長生き支援課 

防災地域支援課 

 

  ④ 福祉のまちづくりの推進 

事業名 事業内容 主管課 

障害のある人にや

さしいまちづくり 

※再掲（町民等と協働し

た地域づくり：福祉のま

ちづくりの推進） 

障害のある人が自らの意思で自由に移動し、社会

参加することができるように、建物、道路、交通

機関等のバリアフリー化を図るとともに、ユニバ

ーサルデザインの考え方に基づき、誰もが住みよ

い福祉のまちづくりを推進する。 

健康福祉課 

建設課 

都市政策課 

関係各課 
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 ５ 同和問題 

  ① 同和教育の推進 

事業名 事業内容 主管課 

比企郡市人権フェ

スティバルの開催 

※再掲（町民への啓発） 

広く人権尊重の普及・高揚を図り、さまざまな人

権問題への理解・関心を深めるため、比企郡市人

権フェスティバルを開催する。 

総務課 

生涯学習課 

学校教育課 

人権教育研究集会

の開催  

※再掲（教職員に対する

研修会等の充実） 

比企郡市内の小・中学校における人権教育の推

進・充実を期するための研究集会を開催し、教職

員等の資質の向上を図る。 

 

 

学校教育課 

生涯学習課 

総務課 

人権教育研修会の

開催 

※再掲（地域社会におけ

る人権教育の推進・町民

等の地域社会をあげて

の人権を尊重する取組） 

地域住民の人権意識を高める学習の機会、情報の

提供をし、人権問題に対する認識を深め、人権意

識の高揚を図る。 

生涯学習課 

えせ同和行為の 

排除 

 

官公庁や企業等に対して不当な要求や不法な行

為を行い、結果的に同和問題の解決を妨げている

「えせ同和行為」に対する認識を深めるとともに

遭遇した場合に適切な対応がなされるよう、リー

フレット等を利用した啓発を図る。 

総務課 

 

  

 ② 心理的差別の解消に向けた啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

啓発リーフレット

の作成・配布 

 

部落差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏

まえ、人権問題に対する正しい理解と認識を深め

るとともに、人々の観念や意識に潜在する心理的

差別の解消と人権意識の高揚を図るため、リーフ

レットを作成・配布する。 

総務課 

生涯学習課 

人権問題研修会の

開催 

※再掲（町民への啓発、

企業等への啓発） 

人権問題に対する正しい理解と認識を深めると

ともに、人々の観念や意識に潜在する心理的差別

の解消と人権意識の高揚を図るため、人権作文の

発表や講演などを内容とした研修会を実施する。 

総務課 

生涯学習課 

学校教育課 
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 ③ インターネット上の人権侵害情報の監視 

事業名 事業内容 主管課 

モニタリングの 

実施 

比企郡市人権政策協議会と連携し、インターネッ

ト上の人権侵害情報の監視を定期的に行い、悪質

なものに関しては、さいたま地方法務局東松山市

局を通じて、掲載プロバイダーへ削除を要請しま

す。 

総務課 

生涯学習課 

 

６ 外国人 

  ① 教育・啓発活動の推進  

事業名 事業内容 主管課 

国際理解教育の 

推進 

学校教育で多文化共生の視点を取り入れた国際

理解教育を推進する。 

学校教育課 

 

  ② 生活支援の充実 

事業名 事業内容 主管課 

外国人の生活支援

の充実 

外国人住民が安全・安心に自立して生活すること

ができるよう、様々な分野での生活支援の充実を

図るとともに、多言語による情報提供に努める。 

関係各課 

日本語教室の開催 外国人への生活支援、互いの国の文化を理解し、

更なる交流が深められるよう開催する。 

防災地域支援課 

外国人に対する相

談体制の連携強化 

※再掲（相談部署の 

充実） 

外国人の方のあらゆる相談に対応するため、県民

相談総合センター、関係各課及び関係機関等との

連携強化を図る。 

防災地域支援課 

  

７ インターネットによる人権侵害 

  ①教育・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

啓発の推進 インターネットの活用に対する正しい知識の普

及と啓発を図る。 

総務課 

生涯学習課 

学校におけるイン

ターネットリテラ

シー教育の促進 

インターネットの便利さ、脅威やルールを理解

し、適切に使用する能力を身に着けられるよう、

児童・生徒に対し、研修会等を開催する。 

学校教育課 
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  ②相談体制の充実 

事業名 事業内容 主管課 

インターネット上

での人権侵害被害

者等の相談窓口 

インターネット上での人権侵害被害者等からの

相談に応じ、必要としている支援を早期かつ円滑

に受けることができるよう、さいたま地方法務局

との連携及び連絡調整を行う。 

総務課 

 

８ 性的指向・性自認 

  ①教育・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

啓発の推進及び相

談体制の充実 

性的マイノリティに対する正しい知識の普及と

啓発を図るとともに、相談体制を充実する。 

総務課 

生涯学習課 

学校教育における

性的マイノリティ

に対する理解の 

促進 

性的マイノリティの児童生徒が存在することを

前提に、教職員に対して性の多様性に関する研修

等の充実を図り、資質の向上に努める。さらに特

別の教科 道徳、保健体育をはじめとして様々な

教科等において、児童生徒への性の多様性に関す

る理解の促進に努める。 

学校教育課 

 

  ②生活支援 

事業名 事業内容 主管課 

パートナーシッ

プ・ファミリーシ

ップ宣誓制度の 

導入 

どちらか一方が性的マイノリティであるカップ

ルが互いをパートナーとして協力し合うことを

宣誓することにより、町がそのカップルが夫婦と

同等の関係にあることを認める制度を導入する。 

また、パートナーシップ制度利用者の同居する子

どもを家族と町が認める。 

総務課 
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９ 犯罪被害者等 

  ①教育・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 主管課 

広報紙、ホームペ

ージ等による啓発

活動の実施 

町民や事業者等に対し、犯罪被害者等が置かれて

いる状況に対する理解や、被害から再び平穏な生

活を営むことができるようにするための配慮の

重要性について、広報紙やホームページ等を通じ

普及啓発を図る。 

防災地域支援課 

関係職員に対する

研修会等の充実 

支援担当者及び関係職員を対象とした研修に参

加し、犯罪被害者等支援への理解を深め、支援体

制の推進を図る。 

防災地域支援課 

 

②相談・支援体制の充実 

事業名 事業内容 主管課 

犯罪被害者等支援

窓口 

犯罪被害者等からの相談に応じ、必要としている

支援を早期かつ円滑に受けることができるよう、

関係機関等との連携及び連絡調整を行う。 

防災地域支援課 

 

１０ その他  

事業名 事業内容 主管課 

啓発の推進及び相

談体制の充実 

様々な人権問題（女性、子ども、高齢者、障害の

ある人、同和問題、外国人、インターネット、性

的指向・性自認、犯罪被害者等を除く。）に対す

る正しい知識の普及と啓発を図るとともに、関係

機関等と連携し、相談・支援活動を推進する。 

関係各課 
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Ⅴ 推進体制 

 １ 町の推進体制 

事業名 事業内容 主管課 

人権施策の推進 全庁的な連携体制の下、人権担当課を中心に人権

施策の総合的かつ効果的な推進を図る。 

総務課 

関係各課 

小川町人権政策協

議会及び小川町人

権教育推進協議会

との連携・協力 

小川町における人権教育及び人権啓発を推進す

るため、小川町人権政策協議会及び小川町人権教

育推進協議会との連携・協力を図る。 

総務課 

生涯学習課 

 

 ２ 国、県、民間団体等との連携 

事業名 事業内容 主管課 

人権に関する国、

県、民間団体等と

の連携・協力 

人権教育及び人権啓発をより効果的に推進する

ため、国、県、民間団体等との連携・協力体制を

強化する。 

総務課 

生涯学習課  

学校教育課 

比企郡市人権政策

協議会への参画 

様々な人権問題の解決に向け、比企郡市１市７町

で組織を構成し、人権に関する連絡調整及び調査

研究を行うとともに、人権施策の円滑な推進を図

る。 

総務課 

生涯学習課 
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